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ちょうじかん

介護
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などの地域
ちいき
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せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

【表 題
ひょうだい

】長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

【結 論
けつろん

】 

○ 国
くに

は、長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

に必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

を確保
かくほ

する。 

○ 地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

や地域
ちいき

生 活
せいかつ

をする 重 度 者
じゅうどしゃ

に関
かん

する支援
しえん

サービス
さ ー び す

に関
かん

し

て、他
ほか

の支援
しえん

サービス
さ ー び す

の場合
ばあい

における負担
ふたん

と支 給
しきゅう

決 定
けってい

のあり方
かた

とは、

異
こと

なる仕組
し く

みを導 入
どうにゅう

する。 

○ 国
くに

は、地方
ちほう

自治体
じちたい

が、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を事 実 上
じじつじょう

のサービス
さ ー び す

の上 限
じょうげん

とし

ない仕組
し く

みを財 源 的
ざいげんてき

に担
たん

保
ほ

する。 

 

【説 明
せつめい

】 

どんなに重
おも

い障 害
しょうがい

がある人
ひと

でも、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

第
だい

19条
じょう

の「他
ほか

の者
もの

と 平 等
びょうどう

な選 択
せんたく

の自由
じゆう

を有
ゆう

しつつ地域
ちいき

社 会
しゃかい

で生 活
せいかつ

する平 等
びょうどう

な権利
けんり

」を

実 現
じつげん

することが求
もと

められる。長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

も、その人
ひと

の障 害
しょうがい

特 性
とくせい

やニーズ
に ー ず

、

医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要度
ひつようど

等
とう

に応
おう

じて、日 中
にっちゅう

の介護
かいご

のみが必 要
ひつよう

な人
ひと

から、２

４時間
じかん

のパーソナル
ぱ ー そ な る

・アシスタンス
あ し す た ん す

が必 要
ひつよう

な人
ひと

まで、必 要
ひつよう

とされる介護
かいご

内 容
ないよう

は様 々
さまざま

である。ただ、どんなに重
おも

い障 害
しょうがい

がある人
ひと

でも、またどこに住
す

んでいても、地域
ちいき

社 会
しゃかい

で暮
く

らす権利
けんり

が満
み

たされる為
ため

に必 要
ひつよう

な支 援 量
しえんりょう

は提
てい

供
きょう

されるべきである。上 記
じょうき

を満
み

たし、各 人
かくじん

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた支援
しえん

が適
てき

切
きり

に

届
とど

けられるために、財 源
ざいげん

を確保
かくほ

して支援
しえん

することが必 要
ひつよう

である。 

地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

をする重 度 者
じゅうどしゃ

では、負担
ふたん

と支 給
しきゅう

決 定
けってい

のあり方
かた

を変
か

えるべきである。地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

の中
なか

には、出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

と居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

が分
わ

か

れているケース
け ー す

が少
すく

なくない。住 民 票
じゅうみんひょう

がある住 所
じゅうしょ

では地域
ちいき

生 活
せいかつ

が出来
で き

な

かったため、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や精 神
せいしん

病 院
びょういん

に長 期 間
ちょうきかん

、社 会 的
しゃかいてき

に入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

し

ている、という住 民 票
じゅうみんひょう

住 所
じゅうしょ

と実 際
じっさい

の居 住 地
きょじゅうち

が異
こと

なるケース
け ー す

などである。

こういう人
ひと

が地域
ちいき

移行
いこう

した場合
ばあい

、移行先
いこうさき

が住 所 地
じゅうしょち

となるため、施設
しせつ

や病 院
びょういん

に近
ちか

い自治体
じちたい

、あるいは重 度 者
じゅうどしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

を先 進 的
せんしんてき

に進
すす

めてきた自治体
じちたい

は、過 剰
かじょう

な負担
ふたん

を強
し

いられる可能性
かのうせい

がある。これが、地域
ちいき

移行
いこう

を阻
はく

害
がい

する

要 因
よういん

の一
ひと

つでもある。 
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そこで、施設
しせつ

・病 院
びょういん

から地域
ちいき

移行
いこう

する人
ひと

や親 元
おやもと

から独 立
どくりつ

して別
べつ

市 町 村
しちょうそん

で暮
く

らす障 害 者
しょうがいしゃ

については、出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が一 定
いってい

年度
ねんど

の財 政
ざいせい

負担
ふたん

（恒 久 的
こうきゅうてき

かどうかは検 討
けんとう

）をした上
うえ

で、居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

での支 給
しきゅう

決 定
けってい

をすることも

検 討
けんとう

してはどうか。 

現 状
げんじょう

では国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

という形
かたち

で実 質 的
じっしつてき

な予算
よさん

上 限
じょうげん

を設 定
せってい

している

ため、少
すく

なからぬ自治体
じちたい

が、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を事 実 上
じじつじょう

のサービス
さ ー び す

上 限
じょうげん

とし

ている。 

はじめに予算
よさん

ありき、ではなく、まずは障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

を中 心
ちゅうしん

に検 討
けんとう

す

べきである。そのニーズ
に ー ず

を積
つ

み上
あ

げる形
かたち

で、必 要
ひつよう

な支 給
しきゅう

決 定
けってい

がなされる

必 要
ひつよう

がある。 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

においては、障 害 者
しょうがいしゃ

の実 態
じったい

とニーズ
に ー ず

に合
あ

わせ、「地域
ちいき

で暮
く

ら

す権利
けんり

」を保 障
ほしょう

するための財 源
ざいげん

を確保
かくほ

すべきである。 

従
したが

って、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については、次
つぎ

のような考
かんが

え方
かた

が考 慮
こうりょ

されるべ

きである。 

（1）地域
ちいき

生 活
せいかつ

する重 度 者
じゅうどしゃ

について、現 行
げんこう

の国庫
こっこ

負担率
ふたんりつ

以 上
いじょう

は国
くに

負担
ふたん

を

原 則
げんそく

とする。ただ、そのことが無理
む り

な場合
ばあい

、例
たと

えば都道府県
とどうふけん

での基金化
ききんか

も

含
ふく

め市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

を大 幅
おおはば

に引
ひ

き下
さ

げる対 応
たいおう

を考
かんが

えるべきである。 

（2）ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

については、８時間
じかん

を超
こ

える支 給
しきゅう

決 定
けってい

をする場合
ばあい

は、８

時間
じかん

を超
こ

える部分
ぶぶん

の市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

は５％程度
ていど

に下
さ

げ、都道府県
とどうふけん

が４５％を

負担
ふたん

し、８時間
じかん

以内
いない

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

をする場合
ばあい

および８時間
じかん

以 上
いじょう

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

の場合
ばあい

の８時間分
じかんぶん

については、市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

を２６％とし、都道府県
とどうふけん

負担
ふたん

の１％を確保
かくほ

して使
つか

うようにする案
あん

を提
つつみ

示
しめ

した。（図
ず

参 照
さんしょう

） 

  なお、ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

にかかる国
くに

の負担
ふたん

割 合
わりあい

は現 行
げんこう

５割
わり

であるが、地域
ちいき

格差
かくさ

なく、必 要
ひつよう

とされるサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が保 障
ほしょう

されるためには、現 行
げんこう

以 上
いじょう

の国
くに

の負担
ふたん

割 合
わりあい

を検 討
けんとう

すべきである。 
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 上 記
じょうき

の図
ず

で８時間
じかん

を境
さかい

にしている理由
りゆう

は、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の区分
くぶん

６の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

が約
やく

４０万 円
まんえん

で、月
つき

２１２時間
じかん

程度
ていど

の単価
たんか

となり、１日
にち

当
あ

たり

７時間
じかん

超
ちょう

であることから、８時間
じかん

を境
さかい

にしている。 

また入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や 精 神
せいしん

病 院
びょういん

への入 院
にゅういん

・入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

等
とう

を

促 進
そくしん

するため、例
たと

えば居 住 地
きょじゅうち

と出 身 地
しゅっしんち

で費用
ひよう

を分 担
ぶんたん

するような方 式
ほうしき

が

考
かんが

えられないか。（下図
か ず

参 照
さんしょう

） 

 

 

都道府県
25.0％

国
50.0％

居住地の市町村
25.0％

都道府県
25.0％

国
50.0％

出身地の市町村
12.5％

居住地の市町村
12.5％


